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1. 本事業の概要 

1.1 背景と目的 

経済産業省は、ガス事業における２０３０年の死亡事故ゼロを目標とした「ガス安全高

度化計画２０３０」及び「液化石油ガス安全高度化計画２０３０」を令和３年３月に公表

した。当該計画の中では今後のガス事業展開と想定リスクについて、保安の担い手・需要

家等の構造変化や自然災害の多発化・激甚化リスク等への対応が必要であり、スマートメ

ーター等のスマート保安技術の活用を通じた課題解決を志向することが提言されている。 

令和２年度には、安全確保を第一にスマート保安を強力に推進するため、官民のトップ

による「スマート保安官民協議会」が新設され、令和３年６月には第２回の協議会が開催

された。当該協議会では、今後も事業者による先進的な取組を踏まえつつ、国による保安

規制・制度の不断の見直しを効果的に促進し、スマート保安による一層の安全性向上、関

連産業の生産性向上・競争力強化が図られる予定である。 

現在、官民連携の取組として自主保安に係る上記計画を策定し事業者による自主保安を

引き上げる等により保安レベルの向上を目指しているところであるが、新たに規制見直し

等によるスマート保安の適切な推進を図ることが必要とされている。 

こうしたことから、本事業において、国内における保安規制やスマート保安技術の実態

調査等を実施し、スマート保安推進に資することを目的とする。 
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1.2 事業の内容 

本事業では、ガス安全分野のスマート化の推進及び新認定制度の審査項目整備のため、下

記の調査・検討を行った。 

 

（１） ガス安全分野スマート保安技術の調査及び事例集の作成 

国内におけるガス分野のスマート保安技術について、関係団体や各事業者へのヒアリン

グ等により新技術の活用事例を調査し、必要な分析を実施し技術マップを作成した。また、

調査結果については事例集としての取りまとめを行った。（仕様書「（１）国内におけるガ

ス分野のスマート保安技術の調査及び活用促進策の検討」に相当） 

 

（２） ガス安全分野スマート保安技術活用促進等に資する規制見直し案の整理 

主に（１）で調査・整理した内容に関連し、ガス安全分野スマート保安技術活用促進等に

資する規制見直し案の整理を行った。（仕様書「（２）ガス保安の高度化及び規制の見直し

の方向性の検討」に相当） 

 

（３） 「ガス分野におけるスマート保安のアクションプラン」の更新案の作成 

令和２年度に整理した「ガス分野におけるスマート保安のアクションプラン」の更新案の

作成を行った。（仕様書「（３）スマート保安のアクションプランのフォローアップ及び見

直しの検討」に相当） 

 

（４）ガス安全分野における新認定制度の検討 

ガス安全分野における新認定制度確立のために必要となる保安力評価のための考え方を

整理した上で、審査項目の第一素案を整理した。本検討は次年度にて継続される見通しであ

る。（仕様書「（４）ガス分野における認定制度確立に必要となる保安力の評価手法等の調

査」に相当） 

  







 

5 
 

2.2 スマート保安技術 

アンケート調査によって収集されたガス分野におけるスマート保安技術について、整理

した結果をカテゴリごとにまとめる。 

なお、回収結果は添付資料１として添付する。また、結果の一部を表 2-4 にも示す。 

(1) AI 

都市ガス分野から 7 技術、LP ガス分野から 1 技術、コミュニティーガス分野から 2 技術

の回答があった。 

AI 自体は汎用性の高い技術であるだけに、適用される分野も多岐にわたった。例えば、

画像などの入力データをもとに AI が判断をすることで点検の省人化・高精度化を図る技術、

ガスの充填や配送計画を AI に立てさせることで効率化を図る技術、ガス漏れの受付業務に

おいて音声自動 AI を導入して的確な指示を下せるようにする技術などがある。既に実用段

階にある技術も多いが、共通する問題としては精度向上や、実証実験を通じた信頼性の獲得

が挙げられた。 

(2) ドローン 

都市ガス分野から 4 技術、LP ガス分野から 1 技術、コミュニティーガス分野から 1 技術

の回答があった。 

人間が赴くことは難しい高所・狭所でも観測可能である点、広域を一度に見渡せる点を活

用した点検業務への応用が多く挙げられていた。それらによる効率化や保安機能向上だけ

でなく、災害時の被災地域において迅速な状況把握が可能となるという点もガス分野にお

いては大きなメリットである。飛行規制が 2022 年度に緩和される見込みである一方、実用

段階にある技術は現段階では少ない。現地の道路管理者、河川管理者等に事前に相談をする

必要があることもネックとなっている。 

(3) 遠隔監視 

都市ガス分野から 8 技術、LP ガス分野から 3 技術、コミュニティーガス分野から 2 技術

の回答があった。 

都市ガス分野では、赤外線によるガス可視化カメラやレーザーメタンを活用した遠隔で

の漏えい検知技術、センサーを利用してガス管内の圧力等の状況をリアルタイムで監視す

る技術などが挙げられていた。また LP ガス、コミュニティーガス分野では、ガスの容器状

況や配送状況をオンラインで把握する技術が挙げられた。これらによって省人化が図られ、

コストダウンに繋がるという効果が主に想定されている。LP ガス、コミュニティーガス分

野では、既に大手事業者の間ではある程度技術が普及しつつある状況である。 

(4) ウェアラブル端末 

都市ガス分野から 3 技術の回答があった。 

主に、作業員が装着したカメラで撮影された現場情報を集約することで効率化を図ると

いう用途が想定されており、既に一部では実用段階に移っている。一方で、作業員にバイタ
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ルセンサーを装着することで体調を管理できるという発想も挙げられ、今後開発が進む可

能性がある。 

(5) CBM 

CBM（Condition Based Maintenance）の該当技術に関しては、(1)で示した AI技術や(3)で

示した遠隔監視等の技術の活用によって実装可能となるものと想定されるため、アンケー

ト結果からは直接的な回答が得られなかった。 

(6) スマートメーター 

都市ガス分野から 1 技術、LP ガス分野から 2 技術、コミュニティーガス分野から 2 技術

の回答があった。 

高機能メーターに通信機能を持たせることにより、平時・災害時のメーターの遠隔閉開栓

や、ガスの利用データの常時取得が可能になることが期待される。特に後者が実現すれば新

サービスの開発に着手できる可能性もある。現段階では主に大手事業者によって開発が進

められているが、ある程度ノウハウが蓄積された時点で、中小事業者への普及も進められて

いくと見込まれる。 

(7) 広域漏えい検査 

都市ガス分野から 2 技術の回答があった。 

従来の FID（Flame Ionization Detector：水素炎イオン化型検出器）及び半導体式に加えた

レーザー分光式ガス検知器の導入や、車載型ガス測定システムなど、効率化を図る技術が挙

げられていた。いずれも現時点では実証段階であり、まずは一定の精度を確保した後に解釈

例等の改訂が求められると見込まれる。 

(8) 情報管理プラットフォーム 

都市ガス分野から 16 技術、LP ガス分野から 7 技術、コミュニティーガス分野から 3 技術

の回答があった。 

技術自体は汎用性の高いものであるだけに、用途は工程管理・業務支援、災害時の被害情

報の集約、紙資料の電子化、顧客向けサービスの Web 移行による向上など多岐にわたるも

のであった。大手事業者の間では複数の企業が同様のニーズを感じている場合が多いもの

の、基本的には各社が独自に開発を進めており、普及があまり図られていないという特徴が

あった。また、開発がそもそも自社システムありきの形で行われているため、そのままの形

での他社への展開が難しいという事業も普及を妨げているようである。作成されたシステ

ムは自社内のみで運用されるケースが多いため、法・制度上の課題や規制見直し等の要望は

あまり挙げられなかった。 

(9) 専門技術のデジタル制御（非 AI） 

都市ガス分野から 6 技術の回答があった。 
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従来人間が担っていた探傷検査や溶接作業等を自動化する技術が挙げられた。製造段階

における技術として、ガスの流体経路の可視化が記載されたことも特徴的である。また、本

来実操作でしか習得できなかった製造現場のオペレーションを、仮想のシミュレーション

によって訓練可能とする技術もあり、こちらは複数の事業者により既に展開が図られてい

る。 
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表 2-4 スマート保安技術アンケートの回収結果の一部 
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2.3 スマート保安技術事例集 

アンケート調査によって収集されたガス分野におけるスマート保安技術について、ヒア

リング調査等も併用しながら情報収集を行い、更なるスマート保安技術の普及を目的とし

てガス安全分野スマート保安技術事例集として取りまとめた。本事例集は、ガス事業者によ

る導入の検討を促すことを念頭に置き、「効率向上」、「保安機能向上」、「レジリエンス

向上」といった観点での各技術の導入時の効果や、開発・導入に際し直面することとなる技

術上・法制度上の課題、また、それらの課題を解決した事例として参考になるものを技術自

体の紹介に加えて記載している。 

アンケート調査等によって集計した全ての技術について、技術分野ごとに集約して事例

集に記載した。カテゴリは表 2-3 に記載しているアンケート調査時の技術区分から一部変

更し、「AI」、「ドローン」、「遠隔監視」、「ウェアラブル端末」、「スマートメーター」、

「広域漏えい検査」、「情報管理プラットフォーム」、「専門技術の自動化」及び「シミュ

レータ」の 9 つとした。それぞれのカテゴリでは、1 ページ目に概要、技術導入時の効果及

び導入時の課題をまとめて記載し、2 ページ目に該当技術の一覧、3 ページ目以降に個別の

技術の詳細を掲載した。例としてカテゴリ「AI」のページを図 2-1、図 2-2、図 2-3 に掲載

する。 

なお、本事例集は添付資料２として添付する。 

 

 

図 2-1 技術事例集の例（カテゴリ「AI」の 1 ページ目） 
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図 2-2 技術事例集の例（カテゴリ「AI」の 2 ページ目） 

 

図 2-3 技術事例集の例（カテゴリ「AI」の 3 ページ目） 
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5. ガス安全分野における新認定制度の検討 

ガス安全分野における新認定制度確立のために必要となる保安力評価のための考え方

を整理した上で、審査項目の第一素案を整理した。本検討は次年度にて継続される見通し

である。（仕様書「（４）ガス分野における認定制度確立に必要となる保安力の評価手法

等の調査」に相当） 

5.1 新認定制度検討の背景 

テクノロジーの高度化、また、規制行政の取組もあり、産業分野における保安への技術

活用（スマート保安）が進展をみせている。一方、保安を長年支えてきたベテランが今後

一斉に退職するのに対し、新たな入職者は十分でなく、保安人材が枯渇しガス保安分野を

含む産業保安の確保が困難になることが危惧されている。スマート保安の進展の背景には、

こうした保安人材の減少を見据えた保安水準の維持・向上のためにテクノロジーの活用が

寄与するものと期待されていることと同時に、保安人材の枯渇を迎える前にスマート保安

を進展させることは産業保安に共通する逼迫した問題でもある。 

こうした産業保安のおかれた環境の変化を踏まえ、テクノロジーの活用を始めとするス

マート保安に取り組む事業者を後押しするために、技術支援や人材育成支援の実施、また、

スマート保安をガス保安分野全体で促進させる制度的措置として、新認定制度を構成する

必要がある。 

 

新認定制度で認定を与える事業者は、「産業保安基本制度小委員会」において「テクノ

ロジーを活用しつつ、自立的に高度な保安を確保できる事業者」として議論されている。

図 5-1 の通り、新認定制度は、既に「テクノロジーを活用しつつ高度な保安を確保」して

いる事業者への規制の特例措置になるのみならず、今後「テクノロジーを活用しつつ、高

度な保安を確保」し得る事業者に対し制度的措置でもって規制の特例措置を設け、「テク

ノロジーの活用」及び「高度な保安の確保」を促進、業界全体の保安の水準を押し上げる

ことを目指す。 
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図 5-1 テクノロジーの活用に向けた取組 

（出所：産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 産業保安基本制度小委員会、「産業保安分野における

当面の制度化に向けた取組と 今後の重要課題」、P12【図 13】、令和３年 12 月１日） 

 
 

「テクノロジーを活用しつつ、自立的に高度な保安を確保できる事業者」は、図 5-2 の

とおり４つの要素で定義されている。この４つの要素は産業保安の各分野共通であり、こ

の４つの要素についてガス安全分野に特化した形で、適切にガス安全分野の取組を評価で

きる形で新認定制度を構築することが肝要である。 

 

 

図 5-2 ｢テクノロジーを活用しつつ、自律的に高度な保安を確保できる事業者｣の考え方 

（出所：産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 産業保安基本制度小委員会、「産業保安分野における

当面の制度化に向けた取組と 今後の重要課題」、P13【図 14】、令和３年 12 月１日） 
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5.2 他分野における保安力評価の取組 

保安力評価は、高圧ガス保安分野、電力安全分野、原子力分野、運輸安全分野において

も取組が行われている。 

各分野における保安力評価の取組状況を以下に概観する。 
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表 5-1 各分野における保安力評価の活用状況 
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(1) 高圧ガス保安分野 

高圧ガス保安法では、高度な保安の取組を行っている事業者を、認定事業者（認定事

業所及びスーパー認定事業所）及び自主保安高度化事業者等として認定し保安管理の裁

量を拡大するなどの規制の特例措置を設ける制度2（図 5-3）を運用している。この制度

の認定審査においては組織の保安力の評価を実施している。一例としてスーパー認定事

業所の認定における保安力の評価・判断の視点を表 5-2 に示す。 

ただし、これらの制度は、産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 産業保

安基本制度小委員会の検討結果を踏まえ、令和４年度以降に制度の見直しが行われる見

通しである。 

 

 

図 5-3 認定事業所制度及びスーパー認定事業所制度の概要3 

 
  

 
2 https://www meti.go.jp/policy/safety security/industrial safety/sangyo/hipregas/sp-nintei/index html （閲覧

日：2022 年 3 月 28 日） 
3 https://www meti.go.jp/policy/safety security/industrial safety/images/sp-nintei/pdf/sp-nintei gaiyo.pdf 

（閲覧日：2022 年 3 月 28 日） 
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表 5-2 スーパー認定事業所の認定判断の視点4 

 

一 危険源の特定及び評価並びにその結果に基づく必要な措置を高度に実施していること 

１ 高度な人材の確保 

２ 高度なリスクの抽出 

３ 高度なリスク低減対策 

二 先進的な技術を適切に活用していること 

１ 先進的な技術の導入 

三 従業員等の教育及び訓練を高度に実施していること 

１ 高度な緊急時対応訓練 

２ 高度なリスクアセスメント教育 

３ 高度なエンジニア教育及び技術伝承 

４ 高度な体感教育 

四 第三者の専門的な知見を適切に活用していること 

１ 第三者の専門的な知見の活用 

五 連続運転期間及び保安検査の方法を適切に評価できる体制を整備していること 

１ 保安検査体制 

 

 

(2) 電力安全分野 

電気事業法では、安全管理審査制度において、高度な保安の取組を行っている事業者

に対して「システム S／A／B」などの区分で認定し、保安管理の裁量を拡大するなどの

規制の特例措置を設定する制度（図 5-4）を運用している。この制度の認定審査におい

ては組織の保安力の評価を実施している。火力分野のシステム S の認定における保安力

の評価・判断の視点を表 5-3 に示す。 

ただし、これらの制度は、産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 産業保

安基本制度小委員会の検討結果を踏まえ、令和４年度以降に制度の見直しが行われる見

通しである。 

 

 
4 https://www meti.go.jp/policy/safety security/industrial safety/images/sp-nintei/pdf/sp-nintei naiki300330.pdf 

（閲覧日：2022 年 3 月 28 日） 
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図 5-4 安全管理審査制度（火力）の概要5 

 

表 5-3 安全管理審査制度（火力）の認定判断の視点6 

<法定審査６項目> 

１. 法定事業者検査の実施に係る組織 

２. 保守管理の方法 

３. 工程管理 

４. 検査において協力事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項  

５. 検査記録の管理に関する事項 

６. 検査に係る教育訓練に関する事項 

 

<規制の特例措置関連項目> 

１. 保守管理のための組織 

２. 保守管理の方法 

３. 異常、事故及び事故防止等の対応 

４. 保守管理において協力事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項 

５. 保守管理記録の管理に関する事項 

６. 保守管理に係る教育訓練に関する事項 

 

(3) 原子力分野 

原子力分野では、1986 年のチェルノブイリ原子力発電所事故以降、IAEA を中心に

国際的に安全文化の醸成に力を入れている。 

 
5 https://www meti.go.jp/shingikai/sankoshin/hoan_shohi/denryoku_anzen/hoan_seido/pdf/007_04_00.pdf（閲

覧日：2022 年 3 月 28 日） 
6 https://www meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/files/170331shiyoumae.pdf（閲覧日：

2022 年 3 月 28 日） 
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原子力規制庁では「基本検査運用ガイド 品質マネジメントシステムの運用

（BQ0010_r1）7」において安全文化 10 特性を示し、これらの観点から原子力規制検査

を実施している。 

 
表 5-4 原子力分野における安全文化 10 特性 

 

１．安全に関する責任 

２．常に問いかける姿勢 

３．コミュニケーション 

４．リーダーシップ 

５．意思決定 

６．尊重しあう職場環境 

７．継続的学習 

８．問題の把握と解決 

９．作業プロセス 

１０．問題提起できる環境  

 

 

また、一般社団法人 原子力安全推進協会（JANSI）では、原子力事業者に対して安

全文化アセスメント（アンケートと現場診断）、安全キャラバン・セミナー・e-Learning・

教材の提供など、様々な安全文化醸成の支援を行っている。JANSI では「安全文化の

７原則」8を策定し、全ての安全文化醸成の支援はこの７原則に則って行われる。 

 

表 5-5 JANSI における安全文化の７原則 

 

１．安全最優先の価値観 

２．トップのリーダーシップ 

３．安全確保の仕組み 

４．円滑なコミュニケーション 

５．問いかけ・学ぶ姿勢 

６．リスクの認識 

７．活気のある職場環境 

 

 

(4) 運輸安全分野 

運輸安全分野では、特に 2005 年に福知山線脱線事故等複数のヒューマンエラーに

起因する事故が発生したことを受け、特に運輸安全への経営の関与及び安全文化の醸

成等を目的に、「運輸安全マネジメント制度」を開始した。この制度においては、基

 
7 https://www.nucleardocument nsr.go.jp/kensaguide/（閲覧日：2022 年 3 月 28 日） 
8 http://www.genanshin.jp/news/data/docu_20140422.pdf（閲覧日：2022 年 3 月 28 日） 
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本的に主要な全ての運輸事業者に対して安全管理体制の構築、安全管理規定の作成・

届出が義務付けられ、国土交通省が定期的且つ継続的に運輸事業者の安全管理体制を

外部評価することとなった。 

この外部評価の観点を図 5-5、表 5-6 に示す。 

 
 

 

図 5-5 運輸安全マネジメント制度の概要9 

 

表 5-6 運輸安全マネジメント制度での取組事項 

 

１．経営トップの責務 

２．安全方針 

３．安全重点施策 

４．安全統括管理者の責務 

５．要員の責任・権限 

６．情報伝達及びコミュニケーションの確保 

７．事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用 

８．重大な事故等への対応 

９．関係法令等の遵守の確保 

１０．安全管理体制の構築・改善に必要な教育・訓練等 

１１．内部監査 

１２．マネジメントレビューと継続的改善 

１３．文書の作成及び管理 

１４．記録の作成及び維持 
 

 
9 https://www mlit.go.jp/common/000045758.pdf（閲覧日：2022 年 3 月 28 日） 
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5.3 ガス安全分野における新認定制度及び審査項目の考え方 

ガス事業法、高圧ガス保安法、電気事業法などの産業保安分野においては、それぞれ

の分野において、高度な保安力を有する事業者を認定し規制の特例措置を設けることに

よって業界全体の保安力向上の好循環の後押しを行ってきた。例えば、高圧ガス保安法

ではスーパー認定事業所制度、電力安全分野では安全管理審査制度などがこれら規制の

特例措置の例として挙げられる。 

 

ガス安全分野における「テクノロジーを活用しつつ、自立的に高度な保安を確保でき

る事業者」の４つの要件の考え方は、産業保安基本制度小委員会において以下の通り整

理されており（図 5-2）、ガス安全分野は基本的に高圧ガス保安分野（スーパー認定事

業所制度）での制度検討方針を参考にするという方向性が表現されている。 

 

①経営トップのコミットメント 

高圧ガス保安法で現状行われているスーパー認定事業所制度の要件を踏まえて

設定、さらにコンプライアンス体制の整備やコーポレート・ガバナンスの確保をさ

らに要件として追加する。 

②高度なリスク管理体制 

①と同様、スーパー認定事業所制度の要件を踏まえつつ、「ガス保安リスクマネ

ジメント調査報告書」などを参考にして設定する。 

③テクノロジーの活用 

①・②と同様、スーパー認定事業所制度の仕組みを参考にする。その際、テクノ

ロジーの水準を一定の範囲で示し、事業者はその中から事業実態に見合ったテクノ

ロジーを採用する形式を想定する。また、テクノロジーの活用に向けた効果の検証

や改善等のテクノロジーを活用するプロセスも重要であり、そういった点について

スーパー認定事業所の要件を参照する。 

④サイバーセキュリティなど関連リスクへの対応 

「重要インフラにおける情報セキュリティ確保に係る安全基準等作成指針」（内

閣官房内閣サイバーセキュリティセンター）において、ガス分野は重要インフラ分

野として定められている。これを参考にしてガス分野の業界団体に置いてもサイバ

ーセキュリティガイドラインを策定しており、これに沿った内容とする。 
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(1) 業界構造 

ガス安全分野においては、ガス事業法関連では日本ガス協会会員企業 193 社（令和 3

年 3 月末時点）、日本コミュニティーガス協会会員企業 1,268 社（令和元年 3 月末時点）、

（液石法関連では全国 LP ガス販売事業者 17,170 社（令和 2 年末時点））となっている。

このように、ガス業界は事業者数のすそ野が非常に広いという特徴がある一方で、例え

ば日本ガス協会では業界として「ガス保安リスクマネジメント」の導入に取り組むなど

可能な限り横並びでの業界全体の底上げを行ってきた経緯があることから、認定対象事

業者に求める要件をどのように設定するかが制度設計上の一つのポイントとなる。 

(2) 規制の特例措置 

高圧ガス保安法におけるスーパー認定事業所制度及び自主保安高度化事業者制度が

運用されている。高圧ガス分野においては各事業所における製品や製造工程が競争力を

高めるための“一品もの”であり、事業所ごとに保守管理・運転管理における工夫の余

地が大きく、それらに伴う連続運転設備の点検周期の延伸は事業者にとっての大きなイ

ンセンティブとなっている。一方で、ガス安全規制ではガス製造設備の製品・製造工程

や導管の管理手法等は一般化しやすく、保安管理面で事業所固有の保安管理ノウハウで

差別化することが難しい。新認定制度における、認定要件と規制の特例措置の関係をど

のように設計するかは大きな課題となる。 

(3) 既存の認定制度（認定スキーム） 

高圧ガス保安法におけるスーパー認定事業所制度では高圧ガス保安協会が、電力安全

における安全管理審査制度においては登録安全管理審査機関などが既存の認定制度に

おける実質的な審査業務を担当していたが、ガス安全分野においては同様の制度が無く

（代わりに事業者自身によるガス保安リスクマネジメントによって自社内で対応を行

ってきた）、これらの新認定制度及びその審査方法を具体的に運用していく上では体制

整備について考慮しておく必要がある。 
 

5.4 ガス保安リスクマネジメント調査報告書 

「ガス保安リスクマネジメント調査報告書」は、「地方都市ガス事業天然ガス化促進

対策調査（ガス保安リスクマネジメント調査）」という経済産業省の３年にわたって実

施された委託事業の調査報告書である。その中でも、「リスクマネジメントシステム」

について検討がなされており、その内容について今般の新認定制度に取り入れることが

可能な要素について検討を実施した。 

(1) PDCA サイクル 

当該報告書において、構築すべき PDCA サイクルは大きく２つあるとされている。一

つ目が、業界団体によるガス事業者の保安施策検討を支援する PDCA サイクルである。
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図 5-8 ガス事業者と各主体のコミュニケーション連関図 

（出所：平成 20 年度地方都市ガス事業天然ガス化促進対策調査（ガス保安リスクマネジメント調査（リスクマネ

ジメントシステムの構築））、P54 図表 5-9、平成 21 年３月） 

 

 新認定制度においても、事業者にはこうした事業者内外のコミュニケーションの実施、

特に、事業者外部のコミュニケーションを通して業界に事故情報やヒヤリ・ハット、ま

たテクノロジーの活用に関する情報も含めて共有し、業界全体の保安レベルの向上に貢

献することも期待される。こうしたコミュニケーションの活動についても、審査項目と

していくことが妥当である。 

5.5 組織要件の検討 

(1) 審査項目仮案 

図 5-2 に示した４つの要素について、審査項目の仮案を作成した。なお、作成に当た

っては高圧ガス保安法におけるスーパー認定事業所制度、また電気事業法における安全

管理審査制度を参考に、またガス保安リスクマネジメント調査報告書の要素も考慮した。 

新認定制度は、高圧ガス保安分野・電気保安分野においても同様に検討されており、

審査項目の仮案は電気保安分野の検討状況も踏まえて以下のような中項目の整理を行

った。 

 ①経営層のコミットメント 

経営トップは、現場が常に適正な保安管理を行うことに対して使命・責任と権限（確

認・検証）を持つこと。 

(1-1) 全社としての保安管理の方針・目標を設定していること。 

(1-2) 保安管理への適正な経営リソースの配分を行っていること。 

(1-3) 適正な保安管理の運用を監査・検証できる体制が構築されていること。 

 ②高度なリスク管理体制 

高度なリスク特定・対応判断能力 

(2-1) ガス製造所等の運転管理に対する適時適切なリスクマネジメントを実施してい
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ること。 

(2-2) ガス製造所等の運転管理に対して高度なリスクマネジメントを行っていること。 

(2-3) 高度なリスク特定の体制を確保（リスクアセスメントの人材登用・責任者選任）

していること。 

(2-4) 各階層・部門・部署・協力会社間の保安管理の責任・役割分担の明確化と連携体

制を構築していること。 

(2-5) 有事※を想定したリスクアセスメントとその対応策を検討していること。※有

事：大事故等、自然災害、テロ 

(2-6) 高度な保安教育を行っていること。 

(2-7) 社内外の事故情報、優良事例等の情報収集と知見の活用をしていること。 

(2-8) 安全文化の醸成・向上に継続的に取り組むこと。 

 ③テクノロジーの活用 

(3-1) 認定事業者は、高度な保安技術を活用に取り組んでいること。 

(3-2) テクノロジーの信頼性及び導入に伴うリスクの評価・検証の能力があること。 

 ④サイバーセキュリティ対策 

事業者自身による主体的なセキュリティ対策の実施 

(4-1) 事業者自身によるセキュリティ対応体制を構築していること。 

(4-2) 事業者自身によるセキュリティ対応体制を定期的に見直していること。 

(2) 有識者意見 

審査項目の仮案について、検討の方向性に大きな齟齬が無いか確認するためガス安全

分野の有識者（５名）へのヒアリング調査を実施したところ、特に、「公平・公正な審

査の仕組み、またそれを担う主体、別途第三者評価の必要性も含め、審査制度自体の公

正さが重要である。」といった主旨の意見が複数寄せられた。その他主な意見を以下に

示す。なお、本ヒアリングは今後の詳細の検討のために前もって行ったものであり、審

査項目の設定に係る検討は引き続き実施予定である。 

 ○新認定制度全般 

 新認定制度は国の規制から自主規制に移行することなのか、行政の効率化を目指

すものなのか、その目的を明確にされたい。 

 新認定制度はトップランナーの底上げにつなげるものなのか、業界全体横並びで

底上げしたいのか、いずれの意図か。新認定制度において各事業者の独自裁量性

を持たせるといった、相反する動きに関しては最終的に規制の中にどう落とし込

むのかは課題になり得ると感じている。 

 高度な自主保安を実現するためには、自己責任の概念を確立することが必要。欧

米で、リスクマネジメントの審査は、基本的な要件を満たすかどうかのチェック

のみで、日本の制度と比較するとシンプルである。それと同時に、事故は全て事
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業者側の自己責任であることが明確になっている。 

 ガス分野は供給側での事故が多く、製造の事故はあまり起こっていないという実

態の中で改善を行う必要があると考えている。ガスの配管網のデジタル化なども

含めた検討が含まれると新認定制度の意義がより生まれるだろう。 

 ガス工作物委員会と適合性評価委員会の位置づけの変化により、例示基準だけで

はなく、指針でも例示基準の代替となり得る委員会の構造となったことは現状を

打開する大きな意義となる。 

 インセンティブがかなり重要になるのではないか。高圧ガス分野や電力分野はシ

ビアな環境下で縛られていた一方、ガス分野は相対的に自主保安を中心に行って

きた背景から、相応のインセンティブなどの工夫は必要であると感じている。 

 リスクマネジメントが機能しているかどうかのチェックをこのような項目ごと

のチェックリストで調べると、個々の項目全部に合格しても、システムとしてリ

スクマネジメントが機能しないということがあり得る。リスクマネジメントの評

価は、システムとして機能しているかどうかを見なければならず、チェックリス

トのみでは不十分。 

 ①経営層のコミットメント 

 経営層を入れたことは良い。経営層が現場の保安についても明確な方針を出し、

環境づくりや評価を行っていくことが現場の活性化には必須。その中で細かい点

だが、小項目にある「現場が理解している」が重要であるため、中項目レベルに

「現場に浸透しているか理解が進んでいるか」を経営層のコミットメントとして

入れることが重要ではないか。 

 保安管理の方針・目標として、何を守るのか（顧客の安全なのか、設備の安全な

のか、従業員の安全なのか）明確化が必要である。 

 リソースに組織・人員とあるが、予算についても配慮することが大事であるため、

「等」ではなく明確に入れるべき項目ではないか。 

 ②高度なリスク管理体制 

 「高度な」とは何か、尺度がわからないので主観的なものになるのではないか懸

念している。 

 リスクの特定ではなく、ハザード特定から始まった方が分かりやすいのではない

か。リスク源もハザードという言葉の方が分かりやすいのではないか。 

 活用するテクノロジーを含めたリスク評価の意味が曖昧な印象。テクノロジーを

特出ししてリスク評価しなさいと要求することで何を想定（期待）しているのか。 

 保安教育として、従業員だけでなく経営層、管理層～現場と各階層に応じた保安

教育が必要だと考えている。それが先進的な事業所ではないか。 

 先進的な事業者にとってもハザード特定が最も難易度が高い。ハザード特定がで

きないとリスク評価に進むことができない。ハザードが顕在化したものがヒヤ

リ・ハットやトラブル事例であるため、そういった事例に対応していくことがハ

ザードへの対応になる。しかし、顕在化していないものが大部分であるため、そ
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の情報を収集、抽出することが重要になる。そこで先進的な事業者には顕在化し

たハザードに関する情報発信を社会貢献として行ってもらいたい。 

 安全文化とは抽象的な概念で安易に使われやすいが、これで絶対的な安全確保が

なされるものではないという認識が双方に必要。”文化”とは形式化され固定化

されたものだけで測るとこは出来ない。寧ろ流動的である。（特に安全文化は劣

化しやすい）従って、その時々の振る舞いに着目して、決められたルールを無視

していないか、リスクを見落としていないかなどを時々モニタリングすることで

確認しなければならない。その活動が機能しているかどうかが大事。 

 ③テクノロジーの活用 

 本項は、前項のリスク管理の手段なのではないか。項目分類として一段下ではな

いか。ここで同列に取り上げる意味が不明瞭である。 

 ④サイバーセキュリティ対策 

 テロ行為としてサイバーだけに注目するのは異質ではないか。例えば、ライフラ

インの維持確保とか、事業者の供給確保などのセキュリティを脅かすものとして

サイバー攻撃以外にも人為的なテロや自然災害に対する備えはセキュリティ対

策として確認すべきではないか。 

 自然災害対策の実施も同時に挙げておいたほうが良いのではないか。 

(3) 事業者（業界団体）意見 

ガス安全分野の業界団体へのヒアリング調査を実施した。主な意見を以下に示す。 

 ○新認定制度全般 

 新認定制度に伴うインセンティブが現状設定されているものでは感じづらい。 

 公平・公正な審査の仕組み、またそれを担う主体、別途第三者評価の必要性も含

め、審査制度自体の公正さが重要である。 

 ①経営層のコミットメント 

 リソース配分に際し現場の声を拾うプロセスがあったほうが良い。「現場の声を

踏まえた」リソース配分であることが自立的に保安を確保できる事業者には必要。 

 ガス事業法では保安規程で保安管理体制が規定され、体制を内部監査で確認する

のは実態にそぐわない。強いて言うなら、実施事項を監査するのではないか。 

 ②高度なリスク管理体制 

 高度なリスクマネジメントについて、事業者では「本支管維持管理対策ガイドラ

インや保安規程での巡視・点検の結果に基づいた維持管理、他工事・ガス工作物
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不備で起きている事故事例を踏まえたリスク管理」等を行っている。この実施を

評価していただきたい。 

 「リスク管理体制」と「保安管理体制」を事業者は混同し得る。分離することは

難しいかもしれないと認識していただきたい。そこを完全に分離する必要がある

とするならば、中小の事業者が手を挙げにくくなる。 

 教育プログラムの例示（保安管理者教育、・・・）が具体的すぎる印象を受ける。 

 ③テクノロジーの活用 

 記載のテクノロジーは、かなり高度なものに限定されており、遠隔での監視の技

術などアンケート結果（別途のアンケート調査結果）も反映していただきたい。 

 開発・導入に向けての取組については、対象とできない項目となっているのでは

ないか。高圧ガス分野では開発・導入の取組も含めているとお話を伺ったところ。

ガス分野においても同様の取組を盛り込んでいただきたい。 

 ④サイバーセキュリティ対策 

 「ガス業界におけるサイバーセキュリティガイドライン」に相当する「都市ガス

製造・供給に係る監視・制御系システムのセキュリティ対策要領」及び同解説は、

会員限定公開のため、事業者が同図書に準じているかは、審査する主体には判断

できないものと想定される。 

5.6 産業保安の方向性に関する有識者意見 

有識者より得られた意見の中で認定制度の前提となる産業保安規制の向かうべき方向

性に関する指摘があったので以下に整理する。 

(1) 「高度」及び「先進」の概念 

ヒアリングにおいて「高度な保安とは従前の保安から何のレベルを向上させたものを期

待しているのか？」といった意見があった。新認定制度の要件の中で、以下の部分で「高

度」及び「先進」といった表現が用いられており、これが従前のものとどのように違うの

か、またテクノロジーは日々進展する中で何をもって「高度」及び「先進」とするのか、

その概念を整理し、業界とのコミュニケーションも必要と思われる。 

(2) 事業者責任の明確化 

ヒアリングにおいて「高度な自主保安を実現するためには、自己責任の概念を確立する

ことが必要。欧米で、リスクマネジメントの審査は、基本的な要件を満たすかどうかのチ

ェックのみで、日本の制度と比較するとシンプルである。それと同時に、事故は全て事業

者側の自己責任であることが明確になっている。」といった意見があった。自主保安を促

進することと並行し、こうした規制化における責任の所在は特に業界団体において関心が

高いものと見込まれる。新認定制度の目的とともに、事業者責任はどのように変化するの
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かも検討、業界とのコミュニケーションが必要と思われる。 
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6. まとめ 

本事業では、ガス安全分野におけるスマート保安技術に関する調査を行い、その結果をス

マート保安技術事例集として取りまとめた。未だ構想・開発・実証段階にある技術から、既

に実用が開始されている技術まで、導入時の効果や課題といった情報も併せて集約するこ

とで、未導入の事業者への普及促進となることが期待される。同時に、各事業者や業界団体

による規制の見直し要望の整理を行った。解釈例の見直しや技術導入時の規制の特例措置

などについての意見が調査を通じて挙げられた。 

令和２年度に整理した「ガス分野におけるスマート保安のアクションプラン」の更新案の

作成を行った。主に、ガス分野の課題・スマート化に係る共通項目に関するページの追加、

スマート保安の取組に関するページにおける現状の普及段階列の追加、LP ガス分野におけ

るスマート保安の取組に関するページの追加等を行った。 

また、新認定制度検討のために、ガス保安リスクマネジメント調査報告書からのリスクマ

ネジメント要件、高圧ガス保安法における既存のスーパー認定事業所制度の審査要件、電力

安全分野の既存の安全管理審査制度（火力）の審査要件などをベースに、ガス安全分野での

新認定制度の審査項目仮案を作成し、事業者及び有識者からの意見収集・整理を行った。次

年度以降の新認定制度検討においては、これらの内容を考慮・反映して更なる検討が行われ

ることが期待される。 
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二次利用未承諾リスト 

 

頁 図表番号 タイトル 

10 図 2-3 
技術事例集の例「1.ドローン搭載 AI 画像認識装置による高所遠隔

点検」の中の写真画像 
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